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議事日程  

 

第１ 報告第４号 平成３０年度決算に基づく川棚町の健全化判断比率及び

資金不足比率の件 

 第２ 認定第１号 平成３０年度川棚町一般会計決算認定 

 第３ 認定第２号 平成３０年度川棚町国民健康保険事業特別会計決算認定 

 第４ 認定第３号 平成３０年度川棚町後期高齢者医療特別会決算認定 

 第５ 認定第４号 平成３０年度川棚町介護保険事業特別会計決算認定 

 第６ 認定第５号 平成３０年度川棚町観光施設事業特別会計決算認定 

 第７ 認定第６号 平成３０年度川棚町下水道事業会計決算認定 

 第８ 認定第７号 平成３０年度川棚町水道事業会計決算認定 

  



- 4 - 

（１０：００） 

議 長 ご起立をお願いいたします。おはようございます。ご着席く

ださい。 

  ただいまの出席議員は１４名です。定足数に達しておりますので、これか

ら本日の会議を開きます。 

（１０：００） 

議 長 本日の議事日程に入ります前に、昨日、補正審査の折に初手

議員より質疑がありました下百津埋立地の活用、また、メリットについての

質問がありましたけれども、本日その補足説明をしたいとの申し入れがあり

ましたので、これを許可し、説明を受けたいと思います。企画財政課長。  

企画財政課長 おはようございます。昨日の一般会計補正予算第２回の審議

の中でございましたが、初手議員からのご質問で、今回の港湾埋立地、これ

は都市再開発用地でございますが、そちらの方に新たに企業が進出した場

合、今後どのような効果があるのかというふうなご質問がございました。

で、回答としましては今手元に資料がないので詳しい数字はお示しすること

ができませんが、まず１点目として、土地建物償却資産の固定資産税が入る

ことを１点、それと２点目として、新たな雇用が生まれることということで

ご説明をしたところでございます。そのあと具体的な数字について、手元の

方に資料があるというか今日用意できましたので、あくまでも現在、今回の

売却に伴う企業から出ました計画書に基づいた内容で、まだ概算的なもので

はございますが、町の方としましてだいたいどの程度の固定資産税が見込め

るのかということを試算いたしておりますので、そのことについてご説明さ

せていただきます。 

まず、土地につきましてですが、２．１ヘクタールの土地につきまし

て、固定資産税として１５０万円程度、年間ですね、が見込まれるという

ことでございます。それから建物、そして償却資産の固定資産税につきま

しては、年間１，５５０万程度を見込めるということになります。償却資

産等につきましては年々その税額が変わっていくと、少なくなっていくと

いうことになります。合わせて１，７００万程度と見込んでいるところで

ございます。以上でございます。 

議 長 日程第１、報告第４号「平成３０年度決算に基づく川棚町の
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健全化判断比率及び資金不足比率の件」を議題といたします。報告内容の説

明を求めます。町長。 

町 長 皆様、おはようございます。報告第４号「平成３０年度決算

に基づく川棚町の健全化判断比率及び資金不足比率の件」についての説明を

いたします。 

この健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、地方公共団体の

財政の健全化に関する法律、いわゆる財政健全化法の第３条第１項及び同法

第２２条第１項の規定により、監査委員の審査に付しておりましたところ、

この度、監査委員からその審査意見書の提出がありましたので、その意見書

を付し、議会に報告するものであります。 

別紙にそれぞれの比率を表にして記載しておりますが、健全化判断比率

及び資金不足比率のいずれも国が示した早期健全化基準及び経営健全化基準

以内の値となっております。なお、これら健全化判断比率及び資金不足比率

につきましては、今回の議会報告後、速やかに公表することにいたしており

ます。 

詳細につきましては企画財政課長から説明いたしますので、よろしくお

願いいたします。 

議 長 企画財政課長。 

企画財政課長 それでは２枚目をお開きいただきたいと思います。 

まず、１番目の健全化判断比率法第３条関係でございますが、健全化判断

比率の行が本町の３０年度決算に基づく実績であります。 

その下の行の早期健全化基準と財政再生基準は法が定めた基準で、これら

の基準を上回ると市町村は財政の健全化、あるいは再生の計画を作成し、改

善を図らなければならないという基準でございます。まず、健全化判断比率

のうちの実質赤字比率及び連結実質赤字比率ですが、この２つにつきまして

はいずれも実質収支が黒字であったため、赤字比率自体が生じておりません

ので横線で示しております。次の実質公債費比率は９．７％で、早期健全化

基準の２５％を下回っております。その隣の将来負担比率につきましては５

４．１％で、こちらも早期健全化基準の３５０％を下回っております。 

次の２の資金不足比率ですが、これは公営企業会計ごとの経営健全化判断

を行うもので、水道事業会計、公共下水道事業会計、観光施設事業特別会計
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が対象となります。これらの３つの特別会計はいずれも資金不足が生じてい

ないため横線で示しております。 

次に１枚めくっていただき、表題を健全化判断比率等の公表についてとし

た資料を付けております。１枚目につきましては財政健全化法の目的や川棚

町の財政状況について、２ページ目以降につきましては健全化判断比率及び

資金不足比率の計算基準等についてお示ししたものでございます。そして３

ページ目の下段の表になりますが、年度ごとの資金不足比率を除いた指標数

値の推移を示した表を掲げております。傾向といたしましては実質公債費比

率が減少し、一定の改善が済んでいるものの、将来負担比率が平成２９年度

の１５．２％の上昇に引き続きまして、３０年度も０．６ポイントの上昇と

いった状況でございます。この将来負担比率の上昇につきましては、一部事

務組合への負担見込額が増加したことによるものでございます。詳しい内容

につきましては後ほど資料をご覧いただくことで、説明は省略させていただ

きます。 

報告内容につきましては以上のとおりでございます。なお、財政健全化法

に規定する健全化指標の公表につきましては、例年どおりお配りした公表資

料をホームページに掲載し、また、概要を示したものを広報等に掲載するこ

とにより公表したいと考えております。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

議 長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

（発言なし） 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わり、報告済みといたしま

す。 

（１０：０９） 

議 長 次に日程第２、認定第１号「平成３０年度川棚町一般会計決

算認定」から日程第８、認定第７号「平成３０年度川棚町水道事業会計決算

認定」までを、川棚町議会会議規則第３７条の規定により一括議題といたし

ます。提案理由の説明を求めます。町長。 

町 長 認定第１号「平成３０年度川棚町一般会計決算」から認定第
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７号「平成３０年度川棚町水道事業会計決算認定」までを一括上程いただき

ましたので、併せてご説明をいたします。 

  まず、認定第１号「平成３０年度川棚町一般会計決算認定」から認定第５

号「平成３０年度川棚町観光施設事業特別会計決算認定」までについてであ

りますが、これらの決算につきましては、会計管理者から決算の提出を受

け、去る８月２日、地方自治法第２３３条第２項の規定により、監査委員の

審査に付しております。この度、９月２日に監査委員から当該決算に係る審

査意見書が提出されましたので、同条第３項の規定によりその意見を付し、

議会の認定をお願いするものであります。 

監査委員の審査結果につきましては、「審査に付された各会計の歳入歳

出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関

する調書の計数は、原簿、関係諸帳簿、証憑書類、預金通帳、預金残高証明

書その他と照合審査した結果、正確かつ適正であることを認める。また、予

算の執行、財務に関する事務処理及び財産の管理についても、概ね適正に処

理され、各種事業は概ね所期の成果を収めていると認められる」とのご意見

をいただいたところであります。 

続きまして、認定第６号「平成３０年度川棚町下水道事業会計決算認

定」についてご説明いたします。認定第６号につきましては、平成３０年度

川棚町下水道事業会計決算の提出を受けまして、去る７月１０日、地方公営

企業法第３０条第２項の規定により、監査委員の審査に付しております。こ

の度、９月３日に監査委員からの当該決算に係る審査意見書が提出されまし

たので、同条第４項の規定によりその意見を付し、議会の認定をお願いする

ものであります。 

監査委員の審査結果につきましては、「平成３０年度は下水道事業が公

営企業会計に移行し、今回が初めての決算となったが、審査に付された決算

書類及び付属書類並びに経営成績、財政状況は概ね適正に表示していると認

められる」とのご意見をいただいたところであります。 

続きまして、認定第７号「平成３０年度川棚町水道事業会計決算認定」

についてご説明をいたします。認定第７号につきましては、平成３０年度川

棚町水道事業会計決算の提出を受けまして、去る６月１０日、地方公営企業

法第３０条第２項の規定により、監査委員の審査に付しております。この
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度、９月３日に監査委員からの当該決算に係る審査意見書が提出されました

ので、同条第４項の規定によりその意見を付し、議会の認定をお願いするも

のであります。 

監査委員の審査結果につきましては、「審査に付された決算書類、付属

書類並びに経営成績、財政状況は適正に表示していると認められる」とのご

意見をいただいたところであります。 

その他詳細につきましては会計管理者並びに各担当課長から説明をいた

しますので、ご審議のうえ、認定またはご決定いただきますようよろしくお

願いいたします。 

議 長 次に、一般会計についての追加説明を求めます。会計管理

者。 

会 計 管 理 者 それでは、私の方から一般会計の決算認定についてご説明を

いたします。お手元にお配りしております決算書と、本日お配りしました

補足資料でご説明をさせていただきます。まず、お手元にお配りしており

ます決算書の６９ページをお開きください。 

ここには、実質収支に関する調書を記載しております。１の歳入総額は

５７億３，７２０万９，１３７円です。２の歳出総額は５６億５３６万

８，３６４円です。よって、３の歳入歳出差引額は１億３，１８４万７７

３円となります。４の翌年度へ繰り越すべき財源は、（２）の繰越明許費

繰越額の２，５１２万２，０００円のみでございまして、５の実質収支額

は３の歳入歳出差引額から、４の翌年度へ繰り越すべき財源の額を差引い

た１億６７１万９，７７３円の黒字となっております。次にページを戻り

まして、決算書２ページから９ページの総括的な部分をご説明いたしま

す。２ページから５ページまでが歳入となります。それでは決算書の４

ページから５ページをお開きください。 

歳入合計は予算現額６１億６１３万円に対し、調定額５９億６，４６７

万５，５６６円、収入済額５７億３，７２０万９，１３７円、不納欠損額

７７７万６，３１４円、収入未済額２億１，９６９万１１５円であり、予

算現額と収入済額との比較は３億６，８９２万８６３円の減となっており

ます。 

款ごとの説明につきましては、本日お手元にお配りしております平成３
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０年度川棚町一般会計歳入歳出決算書補足説明資料の１ページの歳入に記

載をいたしております。これにつきましては後ほどお目通しをいただくと

いうことで、ここでは詳しい説明は省略をさせていただきます。  

続きまして歳出でございます。６ページから９ページまでが歳出となり

ます。それでは、決算書の８ページから９ページをお開きください。 

歳出合計は予算現額６１億６１３万円に対し、支出済額５６億５３６万

８，３６４円、翌年度繰越額４億１，６７６万１，０００円、不用額８，

４００万６３６円であり、予算現額と支出済額との比較は５億７６万１，

６３６円でした。よって、歳入歳出差引額は１億３，１８４万７７３円で

ございます。 

款ごとの説明につきましては、本日お配りしております平成３０年度川

棚町一般会計歳入歳出決算書補足説明資料の２ページ、歳出に記載をして

おります。ここでは歳入と同様に詳しい説明は省略をさせていただきま

す。 

なお、その他補足説明資料につきましては、３ページから４ページには

歳入歳出それぞれの款項ごとの予算現額、収入済額、支出済額等を記載し

たものを、５ページには税金料金等の過去５年間の徴収率を記載いたして

おります。また、決算書の７２ページから７７ページにかけて、財産に関

する調書を記載いたしておりますのでお目通し願いたいと思います。 

簡単ではございますが、私の方からは以上で説明を終わります。ご審議

のうえ、ご認定いただきますようよろしくお願い申し上げます。  

議 長 次に、補足説明を求めます。企画財政課長。 

企画財政課長 私の方からは、本日お配りしております平成３０年度決算補

足資料（一般会計）とした資料の方をご覧ください。この資料につきまして

は、１０年間における決算の推移を取りまとめたもので、決算統計からの引

用により、長期的な観点から財政状況を比較検証するために毎年作成し、決

算補足資料として配布を行っているものでございます。 

まず、１ページでございます。歳入決算の状況でありますが、各歳入の

款ごとに１０年間の推移を取りまとめたものでございます。そして、一番

下の行の「町債－公債費（元金）」でありますが、これは新たな借入から

元金返済を差引くことによりまして、町の借金の減り具合というものを見
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て取れるようになっている行でございます。この行がマイナスであります

と、町の起債残高が減っているという状況でございまして、これがプラス

になると起債残高が増えているという状況が見て取れる表でございます。

次のページをお願いたします。 

この２ページ目につきましては、経常収支比率、積立金の残高、地方債

現在高などを取りまとめた表となっております。表の上から８段目でござ

いますが、Ｂ÷（Ａ＋Ｃ＋Ｄ）という欄がございます。こちらが財政指標

として使われる経常収支比率でありまして、平成３０年度が８９．７％で

ございました。参考としまして東彼杵町と波佐見町、そして類似団体の経

常収支比率を掲げております。その下には積立金現在高、そして地方債現

在高、さらに下から２番目でございますが財政力指数を掲げておるもので

ございます。続きましてその下の３ページの方をご覧ください。 

３ページにつきましては、決算書と同じく款ごとの目的別決算の状況を

取りまとめた表でございます。続きまして４ページの方をお願いいたしま

す。 

この４ページにつきましては、性質別決算の状況であります。この性質

別では決算統計上のルールにしたがって性質別に仕分けされたもので、義

務的経費である人件費、公債費が減少傾向で、扶助費の増加傾向が継続し

ているといった状況でございます。 

そしてこのあとの５、６ページにつきましては、この性質別決算の状況

を波佐見町と東彼杵町、郡内２町の状況を取りまとめてお付けしておりま

す。７ページの方をお願いいたします。 

経常収支比率の推移のグラフであります。経常収支比率は人件費、扶助

費、公債費などの義務的経常経費に町税、普通交付税、地方譲与税などと

いった経常一般財源がどの程度充当されているのかを示す比率でありま

す。点線が財政指標として使われております経常収支比率で、平成３０年

度は８９．７％となっており、前年度から５．３％の増でございます。こ

の増につきましては下水道事業会計への出資金などに計上的経費が増に

なったことが主な要因と分析しているところでございます。続きまして８

ページの方をお開きください。 

８ページの方につきましては、義務的経費である人件費、扶助費、公債
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費の推移をグラフで表したものでございます。人件費、公債費につきまし

ては減少傾向で、扶助費の増加傾向が継続しているということが見て取れ

るグラフとなっております。続きまして下の９ページの方でございます。  

こちらのグラフにつきましては、積立金と地方債の現在高、そして町債

と公債費元金償還額の推移のグラフであります。積立金につきましては平

成２１年度が１８億円程度でございましたが、平成３０年度には２０億円

程度ということで増額しておりますが、前年度と比較しますと１，１００

万円の減であります。減額の主な要因といたしましては、新庁舎建設に伴

う庁舎建設基金の取り崩しによるものが主な要因であります。また、地方

債現在高につきましては年々減少しておりまして、平成２１年度が６３億

９，５００万円で、現在はその約７割の５１億４，８００万円程度に減少

しているという状況でございます。 

以上で補足資料についての説明を終わりますが、ご審議のうえ、ご認定

いただきますようよろしくお願いいたします。 

議 長 次に、国民健康保険事業特別会計についての追加説明を求め

ます。健康推進課長。 

健康推進課長 それでは川棚町国民健康保険事業特別会計、平成３０年度決

算についてご説明をいたします。決算書の８０、８１ページをお開きくだ

さい。 

歳入における調定総額１９億４，３１８万１，４５４円に対し、収入済額

は１８億７，３１３万８，２２７円で、収入率９６．４％となっておりま

す。収入未済額の６，６９１万９，２２７円は、国民健康保険税未済額であ

ります。不納欠損額３１２万４，０００円を地方税法第１８条の規定により

不納欠損処分をしております。次のページをお願いします。 

歳出における支出済額は、１７億５，６９７万１６８円となり、予算総額

１８億７，３９６万１，０００円に対して、９３．８％の執行率でありま

した。１０１ページをお開きください。 

実質収支に関する調書であります。歳入総額１８億７，３１３万８，２２

７円、歳出総額１７億５，６９７万１６８円で、歳入歳出差引額は１億

１，６１６万８，０５９円となります。翌年度へ繰り越すべき財源はござ

いませんので、実質収支額は１億１，６１６万８，０５９円となります。
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２９年度実質収支額が９，９４０万３，７１７円でしたので、これを差し

引きますと単年度収支額が１，６７６万４，３４２円の黒字となります。

１０３ページをお開きください。 

財産に関する調書です。基金の状況につきましては記載のとおりでござい

まして、年度内の積み立て７，０００万５１２円を加えた７，４６９万

８，８０２円、基金残高となっております。それでは成果報告書により説

明をしますので、報告書の９６ページをお開きください。 

１．決算の概要でございますけれども、平成３０年度国民健康保険事業に

おける歳入額並びに歳出額はここに記載をしておりまして、先ほど実質収

支に関する調書で報告をしたところでございます。 

２．歳入につきましては、歳入総額に対する国民健康保険税の占める割

合につきましては１６．９％でございます。県支出金は７０．０％、繰入金

７．５％、その他５．６％となっております。 

３．歳出につきましては、歳出総額のうち保険給付費の割合が７２．

５％と最も高くなっております。ほか総務費０．５％、国民健康保険事業費

納付金１９．８％、保険事業費１．３％、その他５．９％の割合となってお

ります。 

なお、歳入歳出それぞれの事項別明細書は、決算書８６ページから記載

をいたしておりますのでお目通しいただきたいと思います。  

以上で説明を終わりますが、ご審議のうえ、ご認定いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

議 長 次に、後期高齢者医療特別会計についての追加説明を求めま

す。健康推進課長。 

健康推進課長 はい。それでは川棚町後期高齢者医療特別会計、平成３０年

度決算についてご説明をいたします。 

この後期高齢者医療制度につきましては、保険料１割、現役世代の保険料

４割、公費負担５割として国民全体で支える仕組みであり、歳入歳出につい

ては最終的には同じ額となります。精算は次年度で行うこととなります。決

算書１０６ページ、１０７ページをお開きください。 

歳入における調定総額１億８，３９１万４，５９９円に対し、収入済額

は１億８，２３２万８，５５９円で、収入率９９．１％となっております。
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収入未済額の１４４万２，２４０円は、後期高齢者医療保険料未済額であり

ます。不納欠損額は１４万３，８００円を高齢者の医療の確保に関する法律

第１６０条第１項の規定により不納欠損処分をいたしております。次のペー

ジをお願いします。 

歳出における歳出済額は１億８，２１８万２，２８９円となり、予算総

額１億８，２７１万８，０００円に対して９９．７％の執行率であります。

決算書の１１７ページをお開きください。 

実質収支に関する調書です。歳入総額１億８，２３２万８，５５９円、

歳出総額１億８，２１８万２，２８９円で、歳入歳出差引額は１４万６，２

７０円となります。翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収

支額は同じく１４万６，２７０円となります。それでは成果報告書によりご

説明をいたしますので、報告書の１０９ページをお開きください。 

１．決算の概要ですが、歳入額並びに歳出額はここに記載しているとお

りであり、先ほど実質収支に関する調書でご説明をしたところであります。 

２．歳入につきましては、歳入総額に対する後期高齢者医療保険料に占

める割合は６７．７％でございます。繰入金に占める割合が３１．９％、そ

の他０．４％となっております。 

３．歳出につきましては、歳出総額に対する総務費の割合が２．９％、

後期高齢者広域連合納付金の割合が９６．９％、諸支出金が０．２％となっ

ております。 

なお、歳入歳出それぞれの事項別明細書は、決算書１１２ページから記

載をいたしておりますのでお目通しいただきたいと思います。  

以上で説明を終わりますが、ご審議のうえ、ご認定いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

議 長 次に、介護保険事業特別会計についての追加説明を求めま

す。健康推進課長。 

健康推進課長 はい。それでは川棚町介護保険事業特別会計、平成３０年度

決算についてご説明いたします。決算書１２０、１２１ページをお開きくだ

さい。 

歳入における調定総額１３億９，５７３万６，４６３円に対し、収入済

額は１３億８，７９１万７，８８３円で、収入率９９．４％となっており
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ます。収入未済額の６９６万５，８６０円は、介護保険料未済額でありま

す。不納欠損額８５万２，７２０円を介護保険法第２００条第１項の規定

により不納欠損処分をしております。次のページをお願いします。 

歳出における歳出済額は１３億１，９３２万７，５１５円となり、予算

総額１３億８，６４２万円に対して、９５．２％の執行率でありました。

決算書１３９ページをお開きください。 

実質収支に関する調書であります。歳入総額１３億８，７９１万７，８

８３円、歳出総額１３億１，９３２万７，５１５円で、歳入歳出差引額は

６，８５９万３６８円となります。翌年度へ繰り越すべき財源はございま

せんので、実質収支額は同額の６，８５９万３６８円となります。１４１

ページをお開きください。 

財産に関する調書でございます。平成３０年度において基金利子を含む

３，００２万２，７１３円を介護保険給付費基金に積み立てており、年度

末現在高は１億３，０１３万５，０６３円となっております。平成３０年

度は第７期介護保険事業計画の初年度であり、概ね順調な財務状況であり

ます。次に成果報告書により説明いたしますので、１１３ページをご覧く

ださい。 

１．決算の概要ですが、平成３０年度介護保険事業における歳入額並び

に歳出額はここに記載をしておりまして、先ほど実質収支に関する調書で

報告をしたところでございます。 

２．歳入ですが、歳入総額に対する主な歳入の割合につきましては、介

護保険料２０．７％、国庫支出金２３．９％、支払基金交付金２３．

７％、県支出金１３％、繰入金１３．２％となっております。 

３．歳出につきましては、歳出総額の大部分、８９．８％を保険給付費

が占めており、総務費１．７％、地域支援事業等費５．３％、基金積立金

２．３％、諸支出金０．９％となっております。 

なお、歳入歳出それぞれの事項別明細書は、決算書１２６ページから記

載をいたしておりますのでお目通しいただきたいと思います。  

以上で説明を終わりますが、ご審議のうえ、ご認定いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

議 長 次に、観光施設事業特別会計についての追加説明を求めま
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す。産業振興課長。 

産業振興課長 はい。それでは、平成３０年度川棚町観光施設事業特別会計

の決算認定について、追加説明をいたします。決算書の１５５ページをお開

きください。 

実質収支に関する調書であります。歳入総額及び歳出総額ともに８，８

１４万８，２７９円であります。翌年度へ繰り越すべき財源はありませんの

で、実質収支額は０円となります。続きまして、決算書の１５０、１５１

ページをお開きください。 

歳入は不納欠損額、収入未済額ともに０円であります。次のページをお

開きください。 

歳出についてでありますが、支出済額８，８１４万８，２７９円は、予

算現額の約９８．１％の執行率でありました。それでは成果報告書の１２６

ページをお開きください。 

決算の概要につきましては、平成３０年度観光施設事業における歳入総

額及び歳出総額を記載しておりますが、先ほど実質収支に関する調書でご説

明をしたところであります。 

２の歳入につきましては、歳入総額に対する雑収入の占める割合は１

７．３％で、一般会計繰入金が８２．７％であります。なお、歳入総額に対

する観光事業収入の割合は１７．３％であります。 

３．歳出につきましては、歳出総額のうち観光施設事業費の割合が７

９．８％、公債費が２０．２％でありまして、予備費の支出はありません。 

以上で説明を終わりますが、ご審議のうえ、ご認定いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

議 長 次に、下水道事業特別会計についての追加説明を求めます。

水道課長。 

水 道 課 長 それでは、認定第６号「平成３０年度川棚町下水道事業会計

決算」の詳細について説明させていただきます。決算書の１１ページをお開

きください。 

１．概況の（１）総括事項ですが、平成３０年度における川棚町下水道

事業の整備状況は、処理区域面積が３０２．９ヘクタールとなりました。年

間総有収水量は８１万３，１４２立方メートルで、前年度に比べ６，６９１



- 16 - 

立方メートルの減少となりました。この有収水量につきましては一般、学

校、井戸水等の利用者においては増加したものの、事業所、官公署で減少し

たためであります。 

次に経営の状況ですが、決算書１、２ページをお開きください。収益的

収入及び支出について消費税込みの金額です。収入の第１款下水道事業収益

の決算額は、５億６１１万８，０１２円であります。支出の第１款下水道事

業費用の決算額は５億２，２１７万５，８５４円であります。次に決算書

３、４ページをお開きください。 

資本的収入及び支出について、消費税込額の金額です。収入の第１款資

本的収入の決算額は２億６，３４５万８，７００円であります。支出の第１

款資本的支出の決算額は４億１，１２６万１，０４０円であります。また、

翌年度繰越額の２，３００万円は地方公営企業法第２６条の規定による繰越

額で、去る６月議会定例会において繰越計算書の報告をいたしましたとお

り、川棚浄化センターの耐震実施計画に係るものであります。なお、資本的

収入額が資本的支出額に対して不足する額につきましては、４ページの表下

に記載のとおり補填しております。 

５、６ページには、損益計算書を記載しており、５ページの最下行に経

常利益（△の場合は経常損失）を記載しておりますが、１，８２１万７，９

９４円の経常損失となっております。６ページでの５特別利益は発生してお

りません。 

６特別損失の（１）過年度損益修正損は、受益者負担金の不納欠損の２

０万円、（２）その他特別損失は企業会計移行に伴う期末手当引当金相当額

の２８２万４，０００円で、合計の３０２万４，０００円となり、当年度純

利益（△の場合は当年度純損失）は経常損失の額を加算した２，１２４万

１，９９４円の純損失となり、次の前年度繰越利益剰余金は企業会計初年度

であるため繰越額はなく、当年度未処分利益剰余金は同額の２，１２４万

１，９９４円の欠損金となっております。 

７、８ページには余剰金計算書、９、１０ページには貸借対照表、１１

ページからは事業報告書を記載しており、１１ページには１．概況、１２、

１３ページには２．工事の概要、１４ページには３．業務、１５、１６ペー

ジには４．会計、１７、１８ページにはキャッシュフロー計算書、１９、２
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０ページには固定資産明細書、２１ページから２８ページには企業債明細

書、２９ページから３３ページには収益費用明細書及び資本的収支明細書を

記載していますが、説明は省略させていただきます。 

以上で説明を終わりますが、ご審議のうえ、ご認定くださいますようよ

ろしくお願いいたします。 

議 長 次に、水道事業会計の追加説明を求めます。水道課長。  

水 道 課 長 はい。それでは、認定第７号「平成３０年度川棚町水道事業

会計決算」の詳細について説明させていただきます。決算書の１１ページを

お開きください。 

平成３０年度における川棚町上水道の給水状況は、給水区域内人口１万

３，９５７人で、その約９９．７％にあたる１万３，９２２人に給水しまし

た。年間総配水量は２０９万８，５４３立方メートルで、前年度に比べ３万

８，１２７立方メートルの減少となりました。年間総有収水量は１８９万

１，３４６立方メートルで、前年度に比べ３万４，２６６立方メートルの減

少となりましたが、有収率については前年度と同じく９０．１％となってお

ります。 

この有収水量につきましては官公署においては増加したものの、一般、

事業所、工場で減少したためであります。次に経営の状況ですが、決算書

１、２ページをお開きください。 

収益的収入及び支出について、消費税込みの額であります。収入の第１

款水道事業収益の決算額は３億４，５０３万２，７２７円で、前年度に比べ

４１９万９，２３２円、約１．２％減少しました。支出の第１款水道事業費

用の決算額は３億２，９００万３，０１７円で、前年度に比べ５９６万５，

７１５円、約１．７８％減少しました。次に決算書３、４ページをお開きく

ださい。 

資本的収入及び支出について、消費税込みの額であります。収入の第１

款資本的収入の決算額は７３４万４，９２０円であります。支出の第１款資

本的支出の決算額は１億４，０４１万９，９７０円であります。なお、資本

的収入額が資本的支出額に対して不足する額につきましては、４ページの表

下に記載のとおり補填しております。 

５、６ページには、損益計算書を記載しており、５ページ最下行に経常



- 18 - 

利益を記載しておりますが、９１５万６，４２１円の経常利益となっており

ます。 

６ページの５特別利益と６特別損益は発生しておりませんので、経常利

益の額がそのまま当年度純利益となり、次の前年度繰越利益剰余金を加算し

た３，５４７万５，５６７円が当年度未処分利益剰余金となっております。

未処分利益剰余金につきましては、議会の議決を得てその一部をその年度の

収益に応じ、建設改良積立金及び減債積立金へ積み立てを行うものとしてお

りますが、山道浄水場第７次拡張工事による減価償却費に多額の費用を要す

る状況であり、今後数年間は収益が悪化することが見込まれるため、昨年度

に引き続き次年度以降の収益を担保するため、各積立への積み立てを行わ

ず、未処分利益余剰金として留保することとしております。以上のことか

ら、平成３０年度においては未処分利益剰余金の処分の件は上程しておりま

せんことを申し添えます。 

次に７、８ページには余剰金計算書、９、１０ページに貸借対照表、１

１ページからは事業報告書を記載しており、１１ページには１．概況、１

２、１３ページには２．工事の概要、１４ページには３．業務、１５、１６

ページには４．会計、１７、１８ページにはキャッシュフロー計算書、１

９、２０ページには固定資産明細書、２１、２２ページには企業債明細書、

２３ページから２７ページには収益費用明細書及び資本的収支明細書を記載

しておりますが、説明は省略させていただきます。 

以上で説明を終わりますが、ご審議のうえ、ご認定くださいますようよ

ろしくお願いします。 

議 長 ただいま、各会計についての説明を受け、このあと質疑を行

いますが、決算内容については成果報告書にも詳しく記載をしてあり、監査

委員による決算審査意見書等もお手元に配布をされております。さらに決算

審査特別委員会に付託する予定でありますので、この点はお含みの上、各会

計の歳入歳出及び全般にわたり、政策的なもの、あるいは総括的なものとな

るようご協力をお願いをいたします。議事整理上、一般会計と特別会計の会

計ごとに分けて質疑を行います。なお、川棚町議会会議規則における質疑に

関する規定では、質疑回数は１議題につき３回との原則でありますが、会計

ごとに３回までの質疑を許可する議事運営といたしますので、よろしくお願
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いをいたします。 

議 長 ここでしばらく休憩といたします。 

（１０：５９） 

（…休  憩…） 

（１１：１５） 

議 長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

議 長 はじめに、認定第１号「平成３０年度川棚町一般会計決算認

定」に対する質疑を行います。決算書２ページから７８ページ、成果報告書

１ページから９５ページになります。質疑はありませんか。よろしいです

か。髙以良議員。 

９ 番 髙 以 良 成果報告書の６１ページ、商工費のことでお尋ねします。商

工費の②のところの商工業振興費の中に（イ）のところですか、終わりの方

に「栄町商店街とその周辺の賑わいを創出するため計３回開催された「かわ

たな栄町１００縁翔店街」事業補助金として３０万円を交付した」このこと

に関してですが、１００縁翔店街については年間３回ということで、何年か

ずっと実施をされてきていますが、商店街の当日については大変賑わって

おって、それなりの効果はあっているのだろうと思いますけれども、翔店街

の日じゃない、それ以外の通常日の賑わいの創出ということについてはどの

ように評価をされているのかっていうことについてお尋ねをしたいと思いま

す。 

それともう１つは、成果報告書の５２ページ、５３ページ、農林水産業費

の中の農業費、農業委員会費の中の真ん中辺、（農地利用集積活動）のこと

についてお尋ねしますが、下の方に表が２つあって、「過去３か年の利用権

設定の実績」というのがありますが、３０年度については件数は過去２年と

比べると減っていますが、面積についてはかなり大幅な増加っていいます

か、面積が増えているようです。この大幅な面積が増えた要因ということに

ついてどういうものが考えられるのかということと、農業委員会の方に農地

利用最適化推進員というのがおられますが、その推進員さん達の活動の成果

というふうに理解していいのかどうかですね。 

それと下の表の中の一番右の方、設定率３８．０３％というのがあります

が、これは右のページの真ん中辺に３１年３月末の農地面積が、これは４４
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４万５，２２０平方メートル、この面積に対する利用権設定がなされた割合

が３８％であるというふうに理解していいのか、割合として４０％近くが利

用権設定がされているのかというふうに思えば、そんなにあるのかなという

ふうにちょっと疑問がありますのでお尋ねしたいと思います。 

議 長 産業振興課長。 

産業振興課長 はい。髙以良議員のご質問にお答えします。まず、１００縁

翔店街の日以外の商店街の賑わいについての評価といいますか、そういう質

問があったかと思います。１００円翔店街以外での評価については、実際は

行ってはおりません。それと、もう１つの農地集積、５２ページの過去３か

年の利用権設定の実績についてのご質問を受けましたけども、その前に５３

ページのですね、機構集積支援事業の中に農業委員さんが活動をした実績を

掲げています。これは利用調査、農用地の利用調査に係る実績でありますけ

ども、８月に実施をしております。農業委員及び地区の実行委員などに出て

いただいて調査をしているところでありますが、その中に農地面積が４４４

万５，２２０平米ということで農地面積がありますけども、全体で６，４５

１筆、その中で分類を分けてここに挙げております。先ほど、過去３か年の

利用実績の３８．０３％の設定率ということでありましたけども、その農地

面積に係る３８．０３％ということで理解をしていただければよろしいと思

います。 

あと、すみません、続けます。３０年度の５２ページの３か年の利用権設

定の実績ということで、合計の７８万５，６６５平米に増えてはおりますけ

ども、これは推進員さんの調査実績によりましてこのような面積になってお

ります。以上です。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。はい。髙以良議員。 

９ 番 髙 以 良 確認で追加でお尋ねしますが、設定率の３８．０３というの

は分母が４４４万５，２２０で、分子が１２３万１，０４６ということです

かね。そしてそれが３８．０３％ということになるということですかね。そ

れが１つと、利用権設定の面積が増えたのは、単に推進員さんから報告が

あったのを集計しただけで、その要因等については、面積が増えた要因につ

いてはわからないということなのかお尋ねしたいと思いますが。  

議 長 産業振興課長。 
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産業振興課長 髙以良議員の質問に対してですけども、ちょっと調べさせて

ください。そのあとに説明をしたいと思います。以上です。  

議 長 ほかに質疑はありませんか。水谷議員。 

１ ２ 番 水 谷 水谷ですけど、ちょっとこれ決算のときにお尋ねをしていい

のかよくわからないんですが、各特別会計、あるいは企業会計がございます

が、それぞれの中でですね、一般会計の繰入が結構あります。これの繰入の

基準っていうものがあるのかどうか。もしあれば、どういうものに対してあ

るのか、それをちょっと聞きたいと思います。 

議 長 企画財政課長。 

企画財政課長 特別会計への繰入ということでのご質問でございますが、特

別会計から一般会計への繰入というものは今のところない状況でございま

す。繰出の方ですね。わかりました。 

議 長 企画財政課長。 

企画財政課長 企業会計につきましては、一般会計からの繰り出しする場合

につきましては基準内と基準外がございます。例えば下水道であれば、雨水

処理、これにつきましては基準内の繰出ということになります。ですが、現

在下水道におきましては基準内の繰出では実際賄えないというところもござ

いますので、その分についてはですね基準外で繰り出しているという状況で

ございます。あと、介護とか国保とかの特別会計につきましては、それぞれ

の制度によりまして一般会計からそれぞれの特別会計への繰出というものも

ございます。以上でございます。 

議 長 波戸議員。 

１ ３ 番 波 戸 １３番、波戸です。成果報告書の６２ページ、一番上の方の

（イ）のところなんですけれども、観光イベントの開催、各種団体の育成、

観光事業の振興と書いてありますけども、もう少し内容を教えていただきた

いと思いますけども。 

議 長 産業振興課長。 

産業振興課長 はい。波戸議員のご質問にお答えします。この観光のイベン

トの開催に係る観光協会に対して４３０万円を交付しております。すみませ

ん、ちょっと資料をですね、ちょっと持って来ておりませんでしたので、後

ほど改めてご説明したいと思います。失礼します。すみません。  
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議 長 ほかに質疑はありませんか。堀池議員。 

５ 番 堀 池 ５番、堀池です。成果報告１９ページになりますけども、全

体的に一般会計の方で収入、予算現額よりも収入現額、調定現額の方が少な

くなりましたと。主な要因として成果報告１９ページに書いてあります国庫

支出金が１億５，８００万減りましたと。県支出金も３，４００減りました

と。この主な要因っていうのがわかるのかなと。要因をお伺いしたい。  

それと２０ページの１６.寄附金で増額となっていますけども、この主な

のがふるさと応援寄附金だと思います。ただ、今まで一所懸命努力されて

１，８００までは増やされたんですけども、今後、この増額する何か手段と

かそういうのを考えておられるのかどうかお伺いしたいと思います。  

議 長 企画財政課長。 

企画財政課長 まず、国庫支出金の減額についてのご質問でございますが、

国庫支出金につきましては各種社会資本整備事業等行っておりますが、そち

らの方の減額等がございまして、それに合わせまして補助金の方も減額して

いるという状況でございます。 

そして負担金の方ですね。先ほどふるさと納税の関係で１，８００万円ま

で、１，８００万強まで増えたとですけども、その後何か考えがあるのかと

いうふうなことのお尋ねでございました。平成３０年度でございますが、前

年度より若干増えましたのは、寄附をしていただくための窓口といいます

か、ネットを仲介して今は寄附金を募るという機会が多くございます。平成

３０年度につきましては新たな窓口として楽天を使うようにいたしました。

この窓口を増やすことで客層も変わってくるというふうなことで、それが増

につながったと考えているところでございます。したがいまして、令和元年

度につきましても新たな窓口を増やすという考え方を持っておりまして、現

在「さとふる」という新たな窓口をですね、作ろうということで、できれば

１２月、１月に間に合うような形でですね、早く開設をしたいと考えている

ところでございます。以上でございます。 

議 長 ほかに質疑は。堀田議員。 

１ ０ 番 堀 田 はい。１０番、堀田です。成果報告書の２６ページですね。

上から（ウ）の結婚新生活支援事業で、予算としてですね、３０年度予算で

３００万ほど予算があったと思うんですけど、その中で４件の１０５万円を
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補助したということになっております。あと、要するに予算を組むときに３

００万ぐらいというのを１０人、１０件ですかね、１０件ぐらいを予定をさ

れていたんだろうと思いますけど、この４件というのはちょっと少ないので

はないかと思います。それで周知とかそういった、周知がよくできていな

かったんじゃないかと思うんですけど、その辺のことはどうなんでしょう

か。 

議 長 企画財政課長。 

企画財政課長 結婚新生活支援事業についてのご質問でございます。実は平

成２９年度は１０件ございまして、そこら辺から３０年度につきましても同

程度というふうなことで、１件当たり３０万円ということになりますので、

１０件で３００万というふうな予算計上をしたという状況でございます。Ｐ

Ｒ、宣伝の方につきましてはホームページ、それから広報誌等に載せている

ということと、結婚の届出を来られたときに、その方達にですね、こういう

制度があるというふうなことでお知らせをしているところでございます。こ

の制度自体が３４歳以下のカップルということと、世帯所得が３４０万円以

下というふうな縛りがございますので、そういうところも少ないというとこ

ろにつながったのかなというふうに分析しているところでございます。以上

でございます。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。髙以良議員。 

９ 番 髙 以 良 成果報告書６９ページの下の方の用悪水路費のことでお尋ね

します。「３０年度中は中組地区の排水対策として中組地区排水路整備工事

を発注したが、地元との調整で時間を要して繰越した」ということでありま

すが、事務的にちょっとわからない部分もあっての質問ということになるか

もしれませんが、本来なら地元との調整が済んだあとに工事を発注するとい

うことになるんじゃないかなと思うんですが、なぜそのような、この３０年

度については調整が済む前に発注するということになったのかどうか、そこ

ら辺の経過についてお尋ねしたいと思います。 

もう１つ、７１ページの真ん中辺の②の公園管理費の中の表の番号が２番

のところですが、中央公園施設管理清掃業務を３４９万９，０００円で委託

してあるようですが、されたようですが、中央公園にある体育センターとか

クラブハウスについては管理人がおられて通常の管理とか清掃をされている
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んじゃないかなというふうに思いますけども、公園施設の範囲はどの部分な

のかということと、体育センターとかクラブハウスの管理人さんとの仕事の

割振りっていいますかね、そこら辺はどういうふうなことなのかお尋ねした

いと思います。 

議 長 建設課長。 

建 設 課 長 はい。それでは髙以良議員のご質問にお答えします。まず第

１点目の用悪水路に関する件でございます。ご指摘のとおり、本来地元調整

後の発注ということになるわけでございますが、地元調整を行ったうえで発

注は行いました。その後、県道改良に合わせて駐車場の確保が用悪水路の部

分で困難になってまいりました。そこで地元と駐車場の確保について協議を

進めていたというのが大きな要因でございます。ご理解をいただければとい

うふうに思います。 

それから２点目の中央公園の施設管理、清掃業務に関してでございます

が、平成２９年度まではクラブハウスに賃金で２名雇いをして、クラブハウ

スの管理、それから体育センターを除くすべての公園の管理、すべてといい

ますか中央公園ですね。平島、新町の清掃、草刈り、芝刈りですね、という

業務を行ってきております。さらに中央公園の体育センターにある屋内トイ

レ以外の屋外トイレについては、社協に委託をして行っておりました。その

２つの業務を一般社団法人でありますチューリップスポーツクラブの方に同

額で、賃金と委託料合わせた同額で委託をしたということであります。です

から体育センターにつきましては現状どおり、管理人さんがおられての管

理、それから周辺の清掃はされておるようでございます。それ以外について

は委託先でありますチューリップスポーツクラブの方で、２９年度同様に維

持管理をしていただいているということでございます。以上です。  

議 長 ほかに質疑はありませんか。堀池議員。 

５ 番 堀 池 ５番、堀池です。成果報告の３７ページの老人福祉費の関係

ですけども、この（ア）のａですか、これで緊急通報システム電話機５０

回線分、これは昨年確か県の方から５０回線分来て、申請があったところ

に設定すると。延べ６０人に貸与したと。まずこれが、５０回線分は満杯

になっているのかどうか。というのは、確かライオンズクラブからこの分

また寄附があったと聞いているんですけども、その点の充足率というか、



- 25 - 

そういうのはどうなのかと思いまして。 

議 長 総務課長。 

総 務 課 長 堀池議員のご質問の中でちょっとご説明を念のためしておき

ますけれども、自動録音装置ですね、これにつきましては総務課の防災交通

係で取り扱っておりまして、ここの成果報告書の３７ページの老人福祉費に

おける緊急通報システムとは異なるものであるということでご理解をいただ

きたいと思います。それで、自動録音装置につきましてはですね、３０年度

に県から５０台無償で提供を受けまして、それを申請に基づき貸出を行って

いるという状況です。それで３０年度末の貸出状況につきましてはですね、

ちょっと今手元に資料がございませんので、後ほど、ということでご理解い

ただければ。よろしいでしょうか。 

議 長 住民福祉課長。 

住民福祉課長 堀池議員の緊急通報システムに関しては、現在使用待機分は

ございません。５０台すべて稼働しているという状況です。以上です。  

議 長 ほかに質疑はありませんか。 

７ 番 小 田 ７番、小田です。成果報告書の３８ページの中ほどのいきが

いセンター管理費についてお尋ねをいたします。いきがいセンターは指定管

理者である川棚町社会福祉協議会に対して委託運営をされて、下の表、利用

状況を見ますと大変多くの方が利用されておるような状況ですけども、実際

がこの利用された方がですよ、どういうふうな内容で活動じゃないけどこと

をされているのか、そしてそのいろいろ活動をされていると思いますけど

も、その効果はどういったものを上がっているのかっていうのをお尋ねいた

します。 

議 長 住民福祉課長。 

住民福祉課長 はい。先ほどいきがいセンターについて運営状況であると

か、その効果についてのご質問がございましたけれども、今、資料を持ち合

わせておりませんので後ほど報告をさせていただきたいと思います。  

議 長 ほかに質疑はありませんか。 

 

「な  し」の声あり 
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議 長 質疑なしと認め、これで認定第１号「平成３０年度川棚町一

般会計決算認定」の質疑を終わります。 

（１１：５０） 

議 長 ここでしばらく休憩をいたします。 

（１１：５０） 

（…休  憩…） 

（１３：００） 

議 長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

議 長 ここで、午前中にありました質疑に対する答弁を先に受けた

いと思います。産業振興課長。 

産業振興課長 午前中に髙以良議員の方からご質問があった成果報告書の５

２ページ、下の方の過去３か年の利用権設定の実績っていう表の中に３０年

で、件数として３１件と、あと面積の合計で７８万５，６６５平米について

の質問があっておりました。ここで７８万５，６６５に増えた理由といたし

ましては、農業委員会及び最適化推進委員の活動調査及び農業者のご理解に

よりこういった面積にはなりましたが、あと、５５ページの方に開いていた

だければ（キ）の中に農地中間管理事業という欄があります。その４つ下あ

たりに３０年度は町内で５６ヘクタールの利用権の設定を行ったとしており

ます。そこで、今回その５６ヘクタール、１件になりますけども、その集積

を含んだ面積として７８万５，６６５を利用権設定をしたものであります。  

なお、この件数につきましてはこの５６ヘクタールを１件とみなしており

ますので、そういうことで今ここで件数をあげているのは３１件というふう

なことになっている状況であります。それともう１点、その５２ページの一

番下段の表の中の設定率３８．０３％の計算根拠につきましては、分母を農

振農用地面積といたしまして、１２３万１，０４６平米を分母としまして、

分子につきましてはここの合計の、すみません、間違いました。今のは分子

ですね。分母につきましては、農振農用地面積３２３万７，２７９平米を分

母として計算をして３８．０３％ということになっております。  

それともう１点、波戸議員からご質問がありました成果報告書の６２ペー

ジの（イ）４３０万円の助成の内訳をということでありました。事業名とい

たしましては、まず１つ目がくじゃく祭りです。それと川棚わいわいウォー
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キング、それと虚空蔵登山会、川棚町観光振興といたしまして、自然公園振

興の園のＰＲ事業になります。そして祇園祭の補助、川棚くんちの補助、川

棚よさこい隊の補助、あと地域スポーツ観光振興事業、アサリ稚貝の放流、

あと川棚町観光の宣伝のための補助、あと運営費といたしましてスタッフの

人件費の補助、あとイベント事業に係る振興費ということで補助をしておる

ところであります。以上です。 

議 長 住民福祉課長。 

住民福祉課長 はい。午前中に小田議員からご質問がありましたいきがいセ

ンターの事業内容とその利用者の効果ということで回答をさせていただきま

す。いきがいセンターの利用状況につきましては、成果報告書の３８ページ

に記載をしているとおりでございます。そのほか、いきがいセンターの事業

内容としましては、いきがいセンターの管理、それから介護予防事業の推進

として、ふれあいいきいきサロン等の支援、ボランティア活動の支援、高齢

者と子どものふれあい行事、介護用品の貸出、各種募金の実施、心配ごと相

談、福祉資金貸付事業、配食サービス、これらはほんの一部でありまして、

これらの各種事業の実績は報告をしていただいているところでございます。

それから利用者のサークル活動としましては、カラオケや茶道、囲碁、フラ

ダンス等のサークル活動をされて約１０団体あるそうです。  

利用者の効果につきましては、測ることは難しいものと考えております

が、利用者のコミュニケーションの場、それから身近な通いの場となってい

ることは確かなことだと思っております。それからまたこれらの各種事業を

通して、社協本来の目的であります川棚町の福祉増進の中核としての役割

は、十分に担っていただけているものと考えております。以上です。  

議 長 続いて、認定第２号「平成３０年度川棚町国民健康保険事業

特別会計決算認定」に対する質疑を行います。決算書８０ページから１０４

ページ、成果報告書９６ページから１０８ページです。質疑はありません

か。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで認定第２号「平成３０年度川棚町国
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民健康保険事業特別会計決算認定」の質疑を終わります。 

（１３：０８） 

議 長 続いて、認定第３号「平成３０年度川棚町後期高齢者医療特

別会計決算認定」に対する質疑を行います。決算書１０６ページから１１８

ページ、成果報告書１０９ページから１１２ページです。質疑はありません

か。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 よろしいですね。質疑なしと認め、これで認定第３号「平成

３０年度川棚町後期高齢者医療特別会計決算認定」の質疑を終わります。  

（１３：０９） 

議 長 続いて、認定第４号「平成３０年度川棚町介護保険事業特別

会計決算認定」に対する質疑を行います。決算書１２０ページから１４１

ページ、成果報告書１１３ページから１２５ページです。質疑はありません

か。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで認定第４号「平成３０年度川棚町介

護保険事業特別会計決算認定」の質疑を終わります。 

（１３：１０） 

議 長 続いて、認定第５号「平成３０年度川棚町観光施設事業特別

会計決算認定」に対する質疑を行います。決算書１４４ページから１５５

ページ、成果報告書１２６ページから１３０ページです。質疑ありません

か。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 よろしいですね。質疑なしと認め、これで認定第５号「平成

３０年度川棚町観光施設事業特別会計決算認定」の質疑を終わります。  
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（１３：１１） 

議 長 続いて、認定第６号「平成３０年度川棚町下水道事業会計決

算認定」に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで認定第６号「平成３０年度川棚町下

水道事業会計決算認定」の質疑を終わります。 

（１３：１２） 

議 長 次に、認定第７号「平成３０年度川棚町水道事業会計決算認

定」に対する質疑を行います。質疑はありませんか。よろしいですか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで認定第７号「平成３０年度川棚町水

道事業会計決算認定」の質疑を終わります。 

（１３：１３） 

議 長 お諮りします。ただいま議題となっております、認定第１号

「平成３０年度川棚町一般会計決算認定」から認定第７号「平成３０年度川

棚町水道事業会計決算認定」は、さらに予算の執行状況、その他内容的に審

査を加える必要があろうかと思われますので、１３人の委員で構成する決算

審査特別委員会を設置し、これに付託したいと思いますが異議ありません

か。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、認定第１号から認定第７

号までの平成３０年度各会計決算認定等については、１３人の委員で構成す

る決算審査特別委員会を設置し、これに付託をし、審査をすることに決定を

いたしました。 
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議 長 決算審査特別委員会の委員の選任については、川棚町議会委

員会条例第７条第４項の規定によりまして、議長が会議に諮って指名をす

ることになっております。 

決算審査特別委員会の委員は、議長を除く議員１３人を指名したいと思い

ますが、異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名した委員を

決算審査特別委員会委員に選任することに決定をいたしました。  

 

議 長 ただいま設置いたしました決算審査特別委員会の委員長及び

副委員長の選任については、この後、休憩をいたしますので、川棚町議会

委員会条例第９条第１項の規定により、第１委員会室において委員会を開

き、正副委員長を互選していただきたいと思います。併せて、分科会審査

区分等の決定もお願いをいたします。 

なお、委員会での決定事項については、委員長から議長まで報告をお願い

をいたします。 

議 長 ここでしばらく休憩をいたします。 

（１３：１６） 

（…休  憩…） 

（１３：２６） 

議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 お手元に配布しております決算審査特別委員会名簿のとお

り、決定した旨の通知を受けましたので報告をいたします。  

委員長に山口隆委員、副委員長に波戸勇則委員、また、分科会の正副主査

を常任委員会の正副委員長とすることに決定しました。以上のとおりであり

ます。 

決算審査特別委員会での付託区分及び日程案については、決算審査付託区

分表及び決算審査日程表のとおりであります。 

決算審査特別委員会では十分審査を行っていただき、本定例会最終日まで
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に審査報告書の提出をお願いいたします。 

以上をもちまして、本日の日程は全部終了をいたしました。 

本日はこれにて散会といたします。ご起立をお願います。どうもお疲れ様

でした。 

（１３：２７） 

 

 

 

 

 

  地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。 
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      会 議 録 署 名 議 員      堀 池   浩    

 

      会 議 録 署 名 議 員      山 口   隆    

 


